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１．はじめに（制度概要等） 

 
過去に当該リフォーム助成事業による助成を受けた人、改修を行った住宅は対象外となります。 

 詳細につきましては「２．天草市住宅リフォーム助成事業実施要領」（Ｐ３）をご確認ください。 

 

◆申込受付 

 年度当初より予算上限に達するまで 

 

◆助成を受けることができる者 

 次の要件に全て当てはまる人 

□対象住宅に居住するリフォームの依頼主（施主）である者 

 （リフォーム完了後１年以内に居住予定の者を含む） 

□本市に住所を有する者又は住所を有することが確実と認められる者 

 ※住宅の取得から1ヶ月以内の場合は、市での把握ができないため登記簿等の写しが必要 

□世帯全員に市税等の滞納がないこと。 

□当該リフォームについて、他制度による補助金等を受けていないこと。 

□過去にこの事業による助成を受けていない者 

□対象住宅を賃貸の目的で利用しないこと。 

□天草市住宅リフォーム助成事業要領第２条第３号に定める施工業者にリフォームを依頼する者 

  

◆対象住宅 

 次の要件に全て当てはまる住宅。 

□自己又は自己と生計を一にする親族が天草市内に所有している住宅であること。 

□自己の居住の用に供している専用住宅、店舗等併用住宅又は分譲マンションなどの居住専有部分で

あること（リフォーム完了後１年以内に自己の居住の用に供する予定の住宅を含む）。 

□賃貸借契約がない住宅であること。 

 

◆助成額 

 対象経費（税抜）の２割に相当する額（上限２０万円） 

１,０００円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。 

 

◆対象工事 

 ３．対象工事一覧表（別表） P６参照 

 

◆注意事項 

 〇書類の訂正は修正液や修正テープを使用せず、訂正箇所に二重線を引き訂正印を押印してください 

 〇摩擦等で消えるペン、または鉛筆を使用しないでください。 

 〇申請書は原本を提出してください。 

 〇交付決定前に工事が始まっている場合（着工している場合）は助成対象外となります。 
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２．天草市住宅リフォーム助成事業実施要領 

（目的） 

第１条 この要領は、天草市補助金等交付規則（平成１８年天草市規則第４８号。以下「規則」とい

う。）に基づき、地域経済の活性化に寄与することを目的とし、自己の居住する住宅をリフォーム

する者に対して、要した経費の一部を天草市地域活性化通貨事業実施要領に定める天草市地域活性

化通貨（以下「地域通貨」という。）にて交付することに関し、規則に定めるもののほか、必要な

事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 

（１） 対象住宅 自己又は自己と生計を一にする親族が市内に所有し、かつ、自己の居住の用に供し

ている専用住宅、店舗等併用住宅又は分譲マンションなどの居住専有部分をいう（リフォーム

完了後１年以内に自己の居住の用に供する予定の住宅を含む。）。ただし、賃貸借契約が存す

る住宅は対象外とする。 

（２） リフォーム 対象住宅の機能や性能を維持及び向上させるために行う修繕、補修、増改築など

の工事（店舗等併用住宅においては、外壁や屋根などの全体補修を含む。）をいう。 

（３） 施工業者 天草市内に本社、支店、営業所等を有する法人又は個人事業者であって、施工体制

が市内において整っているものをいう。 

（対象者） 

第３条 この事業による助成を受けることができる者（以下「対象者」という。）は、対象住宅に居

住する（リフォーム完了後１年以内に居住予定の者を含む。）リフォームの依頼主であって、次の

各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。 

（１） 本市に住所を有する者又は住所を有することが確実と認められる者。 

（２） 世帯全員に市税等の滞納がないこと。 

（３） 当該リフォームについて、他制度による補助金等を受けていないこと。 

（４） 過去にこの事業による助成を受けていない者。 

（５） 対象住宅を賃貸の目的で利用しないこと。 

（６） 前条第３号に定める施工業者にリフォームを依頼する者。 

（対象工事の要件） 

第４条 助成対象となるリフォーム（以下「対象工事」という。）の要件は、次の各号のいずれにも

該当する工事であって、当該工事に要する経費（消費税及び地方消費税を除く。）が１０万円以上

のものとする。 

（１） 対象者が施工業者に依頼して行う別表に定める工事であること。（対象者が施工業者の場合も

可。） 

（２） 第７条の規定による助成の決定の通知より２か月以内に着工し、かつ、第１２条に定める期限

内に完了報告できる工事であること。 

ただし、やむを得ない理由で着工日を延期する場合はその限りではない。 

２ 前項の規定にかかわらず、この事業による助成は、同一住宅につき１回限りとする。 

ただし、事業助成を受けた者と親族関係にない者が当該住宅を所有することとなった場合はこの限

りではない。 

（助成金の額等） 

第５条 助成金の額は、予算の範囲内で前条の経費の２割に相当する額（その額が２０万円を超える

ときは２０万円とする。）とする。この場合において、１，０００円未満の端数が生じたときはこ
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れを切り捨てるものとする。 

２ 前項に規定する助成金は原則、地域通貨で交付する。ただし、やむを得ない理由がある場合は、

天草宝島商品券（以下「商品券」という。）で交付する。 

３ 交付する地域通貨または商品券の使用期限は６か月以内とする。 

（申請） 

第６条 この事業による助成を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、天草市住宅リフォ

ーム助成事業申請書（様式第１号）に、次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない

。 

（１） 対象工事費用の見積書（要明細）の写し 

（２） 対象工事に関する図面（位置図、間取り図） 

（３） 住宅の外観写真及び対象工事を行う箇所の写真 

（４） 住所及び市税等の納付状況並びに固定資産課税台帳記載事項の確認行為に関する同意書 

（５） 天草市住宅リフォーム助成事業申請に係る申請者・施工業者の確認・宣誓書 

（６） 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（助成の決定） 

第７条 市長は、前条の申請があった場合は、内容を審査し、助成することを決定したときは天草市

住宅リフォーム助成事業交付決定通知書（以下「交付決定通知書」という。）（様式第２号）によ

り、助成しないことを決定したときは天草市住宅リフォーム助成事業不交付決定通知書（様式第３

号）により申請者に通知するものとする。 

（計画の変更等） 

第８条 前条の規定による助成の決定を受けた者（以下「助成決定者」という。）は、助成決定額が

上限（２０万円）未満の場合で、工事の内容を増額変更しようとする場合は、速やかに天草市住宅

リフォーム助成事業変更申請書（様式第４の１号）に、変更後に係る第６条第１号から第３号まで

に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の変更申請書を受理した場合は、内容を審査し、適当と認めたときは、天草市住宅

リフォーム助成事業変更交付決定通知書（様式第５号）により申請者に通知するものとする。 

３ 助成決定者が第７条の交付決定日以降に死亡した場合は、対象住宅に居住する（リフォーム完了

後１年以内に居住予定の者を含む。）相続人が相続人の代表者指定(変更)申出書(様式第４の２号)を

市長に提出することにより、相続人代表者を助成決定者とする。 

（工事の着手） 

第９条 申請者は、第７条の規定による助成の決定の通知又は前条の規定による変更決定の通知を受

けた後でなければ、対象工事に着手してはならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、緊急等の事由により、助成の決定前に事業を実施することを希望する

場合にあっては、天草市住宅リフォーム助成事業交付決定前着手届出書（様式第６号）を市長に提

出し なければならない。 

（実地調査及び指導等） 

第１０条 市長は、必要があると認めるときは対象工事が適正になされているか、助成決定者又は施

工業者に状況報告を求め、実地調査を行うことができる。 

２ 市長は、前項の調査等の結果により、当該工事が適正に行われていないと認めるときは、当該工

事について助成決定者に指導を行うものとする。 

（助成事業の取下げ） 

第１１条 助成決定者は、第７条の規定による助成の決定があった対象工事を取下げようとする場合

は、速やかに天草市住宅リフォーム助成事業取下届（様式第７号）（以下「取下届」という。）を

市長に提出しなければならない。 
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２ 市長は前項の取下届を受理した場合は、内容を審査し、適当と認めたときは交付決定の取消しに

ついて通知するものとする。 

（完了報告及び助成金の請求） 

第１２条 助成決定者は、対象工事が完了したときは、天草市住宅リフォーム助成事業完了報告書兼

請求書（様式第８号）（以下「報告書兼請求書」という。）に、次に掲げる書類を添付して、当該

工事の完了の日から起算して３０日以内又は助成金の交付決定があった日の属する年度の３月１

５日（その日が休日に当たるときは、その前日における休日でない日）のいずれか早い日までに市

長に提出しなければならない。 

２ 助成決定者のうち助成金を地域通貨で請求する者は、スマートフォンアプリの登録またはマイナ

ンバーカードのユーザー登録を助成金交付日前日までに行い、次に掲げる項目を市長に提出しなけ

ればならない。なお、代理人により請求を行う場合は、次に掲げる項目を市長に提出することで、

委任状に代えることができる。 

（１） スマートフォンアプリ 氏名及び登録携帯電話番号 

（２） マイナンバーカード 氏名及び住所 

３ 助成決定者のうちやむを得ない理由で助成金を地域通貨にて請求することができない者は、商品

券で請求することができる。 

４ 前項の場合、助成決定者は次条の規定による住宅リフォーム助成事業交付確定通知書（以下「交

付確定通知書」という。）を受理した日から３０日以内（その日が休日に当たるときは、その前日

における休日でない日）に、交付確定通知書を提示し、天草市住宅リフォーム助成事業助成金請求

書（以下「請求書」という。）（様式第１０号）と身分が確認出来るものの写しを市長に提出しな

ければならない。ただし、代理人により請求を行う場合は、委任状と代理人の身分が確認出来るも

のの写しを併せて提出しなければならない。 

（助成額の確定） 

第１３条 市長は、前条の規定による報告書兼請求書を受理した場合において、当該報告書兼請求書

等を審査し、適正と認めたときは、助成決定者のうち助成金を地域通貨で請求する者に天草市住宅

リフォーム助成事業交付確定通知書（様式第９の１号）、助成決定者のうち助成金を商品券で請求

する者に交付確定通知書（様式第９の２号）により通知するものとする。 

（助成金の交付） 

第１４条 市長は、第１２条に規定する報告書兼請求書及び前条の請求書を受理したときは、内容を

確認し、助成金を交付しなければならない。 

（取消し） 

第１５条 市長は、第７条の規定による助成の決定又は第１３条の規定による助成の確定を受けた者

が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該決定又は当該確定を取り消すものとする。 

（１） 第１０条第２項に規定する指導に従わなかったとき。 

（２） 助成金の交付決定通知書又は交付確定通知書に付した条件又はこの要領に違反したとき。 

（３） 虚偽その他不正の手段により、助成金の交付を受けたとき。  

（４） その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。 

（助成金の返還） 

第１６条 市長が、前条の規定により、交付決定通知及び交付確定通知を取り消したときは、助成決

定者は、既に交付を受けた使用していない地域通貨及び商品券並びに使用した地域通貨及び商品券

の代金に相当する額について、指定された期限内に返還しなければならない。 

（業務の委託） 

第１７条 市長は、事業の全部もしくは一部を委託することができる。 
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   附 則 

 この要領は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和７年４月１日から施行する。 
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３．対象工事一覧表（別表） 

別表 

対象工事 

工事区分 工事等内容 

外部工事 

外装 
屋根のふき替え、防水、塗装、その他の屋根工事       

外壁の張替、塗装、その他の外装工事                 

樋 雨樋の取替、その他の樋工事 

構造物 対象住宅に付随する構造物の工事 

建具 サッシ及びガラスや網戸の取付け・取替、その他の建具工事 

内部工事 

内装 
床材、壁材及び天井材の張替、その他の内装工事又はタイル工事 

床材、壁材及び天井材の塗装、その他の塗装工事又は左官工事 

畳 畳の入替、表替え、その他の畳工事 

建具 ドアの取替、襖・障子の取替、その他の建具工事 

その他 手すり設置、段差解消工事 

住宅設備 

工事 

浴室 ユニットバス化、浴槽の取替、その他の浴室工事 

給湯器 給湯設備（電気温水器、太陽熱温水器等）の設置 

キッチン 

システムキッチンの取替・設置 

ガスコンロ及び IH ヒーターの設置（ビルトイン型のみ対象） 

換気扇からレンジフードへの取替、その他の厨房工事 

（その他の部分的な取替や同等機器の取替のみの場合は対象外） 

トイレ 

トイレの新設 

便器便座の購入及び設置費用（機能が向上している場合） 

（取替の場合は、設備費以外で 10 万円以上の大工工事等の施工費があれば対象） 

洗面台 
洗面台の新設 

（取替の場合は、設備費以外で 10 万円以上の大工工事等の施工費があれば対象） 

配管 
給水管、排水管及びガス管の取替、その他の配管工事  

（トイレ、台所、風呂等の改修に伴うものは対象であり、配管のみの場合は対象外） 

電気 

配線、スイッチ、コンセントの設置、埋込型の照明器具の設置、冷暖房設備（埋込

型）、床下換気扇、カメラ付きインターフォン、防犯カメラ、屋外ライト(住宅の壁に設

置)、その他の電気設備工事 

その他 

工事等 

解体 
構造工事、外部工事、内部工事、建設設備工事等対象工事に関連して行う解体工事

（リフォームに伴う部分の解体）                                    

構造 基礎、土台、柱、壁、その他構造部分の耐震等補強工事 

運搬費 リフォームに使用する機材等の運搬費 
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増築 居住空間とみなされる部分の増築工事 

その他 
天井・壁に設置する物干金具、カーテンレール、ブラインド 

(関係個所の工事をする場合に対象) 

対象外工事 

工事区分 工事内容 

住宅外 
外構 外構工事（舗装、排水、門、塀、造園植栽工事等建物本体以外の外部廻りの工事）  

物置 車庫、物置、倉庫の工事（居住空間としてみなされないもの） 

他補助金 

浄化槽 浄化槽に関する工事(他補助を受けない場合は対象) 

太陽光 太陽光発電パネル・蓄電池 

その他 手すり設置、段差解消、扉取替、便器取替工事(他補助を受けない場合は対象) 

機器等 簡易な物 

設置工事が不要な電気製品等 

埋込型ではない照明器具（電気工事を伴わないもの） 

冷暖房機器（壁掛け型及び電気工事を伴わないもの） 

机、椅子、タンス、ソファー、食器棚等  

電話、インターネット、テレビアンテナ、火災報知器等の設置 

カーテン類、タオル掛け、ペーパーホルダー 

（簡易的（取替、取外し、設置）なものやリフォームに直接関連がないもの） 

その他 

その他 

新築工事 

他の補助金の交付を受ける工事 

対象工事と関係のない建物等の解体工事 

広告塔や広告看板等に関する工事 

排水管清掃、ハウスクリーニング等      

施工業者用の仮設トイレ      

宿泊費用      

シロアリ シロアリ駆除等の薬剤散布や塗布のみの場合（増改築箇所の予防対策は対象） 

処分 対象工事に伴う廃材の運搬・処分費 

手数料 各種申請の手数料 
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４．申請の流れ 
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５．交付申請（申請をする）  

リフォーム助成を受けようとする場合は次の書類をご提出ください。 

 

〇申請の際には「天草市住宅リフォーム助成事業実施要領」をご確認ください。 

〇決定通知発送までは書類完備日より 2 週間程度を要することがありますのでご了承ください。 

 

◆交付申請時の必須書類 

ﾁｪｯｸ 書類名称 記入例 

□ 天草市住宅リフォーム助成事業申請書 ≪様式第１号（第６条関係）≫ P1８ 

□ 住所及び市税等の納付状況並びに固定資産課税台帳記載事項の確認行為に関する

同意書 ≪別添様式１≫ 

同一世帯の 18 歳以上（高校生は除く）の世帯員は全てご記入ください。 

P1９ 

□ 天草市住宅リフォーム助成事業申請に係る申請者・施工業者の確認・宣誓書 

≪別添様式２≫ 

複数の施工業者が個別で見積等を行う場合は、全ての施工業者の記入と押印が必

要です。 

P２０ 

□ 見積書 

見積日（申請日以前の日付）及び施工業者の名称の記載があるもの。 

参考 

P１５ 

□ 位置図 

対象住宅（家屋）の場所がわかるもの。 

施工箇所が明記された写真と突合できるもの。 

- 

□ 間取図 

対象住宅（家屋）全体の間取図、施工箇所のみの間取図は不可。 

施工箇所を明記（赤枠等で囲む等）し、写真と突合ができるもの。 

参考 

P１６ 

□ 写真 

・外観写真（玄関を含めた家屋全体の形がわかるもの） 

・施工箇所の写真（施工する箇所がすべて写っているもの） 

参考 

P１７ 

 

◆現住所が天草市外で、施工後１年以内に住所変更をされる場合に必要な書類 

ﾁｪｯｸ 書類名称 

□ 現住所地の住民票謄本（続柄入り） 

現在の住所地で取得 
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◆課税台帳上で対象住宅（家屋）の名義人が異なる場合に必要な書類 

 次ページの「◆家屋の名義人が申請者と異なる事例」をご確認ください。 

 

ﾁｪｯｸ 書類名称 記入例 

□ 登記簿謄本または売買契約書の写し 

申請年の１月１日以降に登記の変更を行った場合 

- 

□ 天草市住宅リフォーム助成事業リフォーム計画同意書・誓約書・委任状 

対象住宅（家屋）の名義が、住民票上別世帯の３親等以内の親族になっている場

合に必要。３親等外の場合は助成対象外となります。 

次の㋐㋑のどちらに該当するか確認のうえご記入ください。 

課税課へ「相続人代表者指定届」を、同一世帯の方で提出されている場合は不要

です。 

 

㋐別世帯の親族が、名義人または相続人代表者である場合 

  申請者欄・登記名義人（又は相続人代表者・登記名義人の配偶者）欄を記入の

うえ印鑑を押印。 

 

㋑名義人が死亡しており、相続人代表者を指定していない場合 

  申請者欄・相続人欄に相続人全員を記入のうえ印鑑を押印。 

 

P２１ 

□ 関係がわかる戸籍 

天草市では市民課、市外に本籍がある場合は本籍地で交付を受けてください。 

 

㋐別世帯の親族が、名義人または相続人代表者である場合 

  申請者と登記名義人（代表相続人）の関係がわかる戸籍。 

 

㋑名義人が死亡しており、代表相続人を指定していない場合 

  申請者と相続人全員の関係がわかる戸籍。 

 

- 
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◆家屋の名義人と申請者の関係例
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６．取下届（助成決定後に申請を取り下げる）  

助成決定後に申請を取下げようとする場合は、次の書類をご提出ください。 

決定前の取下げの場合は、申請書は不要です。 

ﾁｪｯｸ 書類名称 記入例 

□ 天草市住宅リフォーム助成事業取下届 ≪様式第７号（第１１条関係）≫ P２２ 

 

７．変更申請（助成決定後に、工事の内容や金額を変更する） 

交付決定額が上限（20 万円）未満の場合で、工事内容等の変更に伴い金額を増額しようとする場合

は次の書類をご提出ください。 

ﾁｪｯｸ 書類名称 記入例 

□ 天草市住宅リフォーム助成事業変更申請書 ≪様式第 4 の１号≫ P２３ 

□ 変更後の見積書（任意様式） 

当初見積及び変更分を併せて記載したもの。 

参考 

P１５ 

□ 変更後の間取図（任意様式） 

施工箇所が追加になる場合に添付が必要です。 

追加工事箇所がわかるように記載してください。 

参考 

P１６ 

□ 変更後の写真 

追加工事箇所の着工前の写真。施工箇所が追加になる場合に添付が必要です。 

参考 

P１７ 

 

８．相続人代表者指定（変更）申出書（申請者が死亡した場合、相続人代表者指定をする） 

申請者が交付決定日以降に死亡し、対象住宅に居住する相続人を申請者とする場合はご提出くだ

さい。 

ﾁｪｯｸ 書類名称 記入例 

□ 相続人代表者指定（変更）申出書 ≪様式第 4 の２号≫ P２４ 

□ 被相続人と相続人代表者の続き柄が分かる書類（戸籍）  

 

９．完了報告書兼請求書（工事完了後に報告をする） 

 対象工事が完了した場合は、当該工事の完了の日から起算して３０日以内又は助成金の交付決定があ

った日の属する年度の３月１５日（その日が休日に当たるときは、その前日における休日でない日）

のいずれか早い日までに次の書類をご提出ください。 

ﾁｪｯｸ 書類名称 記入例 

□ 天草市住宅リフォーム助成事業完了報告書兼請求書 ≪様式第８号≫ P２５ 

□ 請求書の写し （任意様式） 

請求日（完了報告日以前の日付）、施工業者の名称及び押印があるもの。 

参考 

P１５ 

□ 領収書の写し （任意様式） 

領収日（完了報告日以前の日付）、施工業者の名称及び押印があるもの。 

参考 

P１５ 

□ 写真 

施工箇所の施工中及び施工後の写真。 

交付申請時に添付した写真と突合できるもの。 

参考 

P１７ 
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９．申請時の添付書類について  

①見積書・請求書・領収書 

  

◆見積書 

交付申請時に、次の項目を確認のうえ写しを添付してください。 

宛 名：申請者宛てになっているか。 

（複数の業者が施工し、１社が取りまとめる場合は取りまとめの業者名） 

見積日：申請日以前の日付が記載されているか。 

 業者名：天草市内の施工業者であるか。 

 内 訳：工事の内訳が明記されているか。 

 金 額：税込額及び税抜額が明記されているか。合計金額が内訳の合計と一致しているか。 

 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆請求書 

完了報告時に、次の項目を確認のうえ写しを添付してください。 

宛 名：申請者宛てになっているか。 

（複数の業者が施工し、１社が取りまとめる場合は取りまとめの業者名） 

請求日：交付決定日以降かつ、完了報告書提出日より以前の日付が記載されているか。 

 業者名：見積書と同じ天草市内の施工業者のものであるか。 

 内 訳：工事の内訳が明記されているか。 

     見積書より変更がない場合は「見積書のとおり」等の省略記載でも可。 

 金 額：税込額及び税抜額が明記されているか。合計金額が内訳の合計と一致しているか。 

 

 

 

【複数の施工業者がそれぞれ見積りを行う場合】  

  

  

 

 

 

 施工業者 A、B それぞれが申請者宛てに見積書を発行。 

【１つの施工業者がまとめて見積りを行う場合】  

  

  

 

 施工業者 A は申請者宛に見積書を発行。 

 施工業者 B は施工業者 A 宛に見積書を発行。  

申請者 
（施主） 

施工業者 A 

施工業者 B 

施工業者 A 施工業者 B 申請者（施主） 
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◆領収書 

宛 名：申請者宛てになっているか。 

（複数の業者が施工し、１社が取りまとめる場合は取りまとめの業者名） 

領収日：請求日以降（または同日）かつ、完了報告書提出日より以前の日付が記載されているか。 

 業者名：見積書と同じ天草市内の施工業者のものであるか。 

 金 額：請求書の税込額と同額になっているか。 

 

◆見積書・請求書・領収書の例 

  ※一式とした場合は、各項目の明細を添付すること 

  見積書（例）               請求書（例） 

   
 
  領収書（例） 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

№　１

令和○年４月１日

天草　太郎　様

下記のとおり御見積申し上げます。

有限会社　ありあけ建設

御見積金額（税込） 代表取締役　有明　太郎

熊本県天草市有明町赤崎3383番地

TEL  0969-53-****

Fax 0969-53-****

担当者名：有明小太郎

数量 単位 単価 金額 備考

Ａ　キッチン工事

キッチン本体 （ﾒｰｶｰA-B12） 1 台 260,000 260,000

レンジ（ビルトインタイプ） 1 台 100,000 100,000

キッチン撤去、設置 4 人工 16,000 64,000

Ｂ　浴室工事

ユニットバス本体（ﾒｰｶｰB-345） 1 台 1,480,000 1,480,000

既設浴槽等撤去解体 2 人工 16,000 32,000

ユニットバス設置 2 人工 16,000 32,000

給水配管工事 16 ｍ 2,000 32,000

排水配管工事 20 ｍ 3,000 60,000

窓撤去 0.5 人工 16,000 8,000

出窓　引違い（ﾒｰｶｰC-6789） 1 箇所 79,000 79,000

出窓設置 1 人工 16,000 16,000

照明器具設置、電気配線 3 箇所 17,000 51,000

Ｃ　キッチン天井・壁・床工事

天井ボード貼り 14.4 ㎡ 2,900 41,760

壁クロス貼り 50 ㎡ 1,600 80,000

フローリング 14.4 ㎡ 3,000 43,200

Ｄ　その他

産廃運搬処分 1.2 ｔ 18,000 21,600

諸経費 1 式 53,985 53,985

小計 2,454,545

消費税 245,455

合計 2,700,000

2,700,000円

名称

見　積　書

有
限
会
社

あ
り
あ
け
建
設

代
表
取
締

役
之
印

 



16 
 

②間取図 

 交付申請時及び変更申請時に、次の項目を確認のうえ添付してください。 

対象家屋全体の間取図、施工箇所のみの間取図は不可。 

 施工箇所を明記（赤枠等で囲む等）し、写真と突合ができるもの。 

（図中の番号は写真番号） 

 

 

 

 

  

システムキッチン設置
壁・床・天井張替え

窓改修 ユニットバス

洗面
壁・床・天井張替え

居間 洋室

押入 押入

洋室

玄関

和室
ﾄｲﾚ

キッチン
風呂

洗面

廊下

廊下

①

②

③

④

⑤
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14000 
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③写真 

◆交付申請時に添付する写真 

・外観写真（玄関を含めた家屋全体の形がわかるもの） 

・施工箇所の写真（施工する箇所がすべて写っているもの） 

 

◆変更申請時に添付する写真 

・追加で施工する箇所の写真（金額の増減のみの場合は不要） 

 

◆完了報告時に添付する写真 

・施工箇所の施工中の写真 

・施工箇所の施工後の写真 

 

 

 

  

撮影日
令和 年 月 日

③

キッチン

（外壁・窓改修）

（壁・床・天井張替え）

天草　太郎 邸改修工事

写真貼付位置

①

外観全景

②

キッチン

（システムキッチン設置）

天草市住宅リフォーム助成事業　工事写真帳

天草　太郎 邸改修工事

写真貼付位置

外観全景・着工前写真
天草　太郎 邸改修工事

写真貼付位置

交付申請時：外観全景・着工前写真 

変更申請時：変更申請分着工前写真 

完了報告時：①施工中写真 ②竣工写真 
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１０．申請書記入例 

①天草市住宅リフォーム助成事業申請書 

 

 

  

  申請時点の 
住民票上の 
住所を記入。 

対象住宅の 
地番を記入 
後日転居等で 
住所と異なる 
場合も有 

工事の 
予定期間 

日中連絡の 
とれる 
電話番号を 
記入 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 
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②確認行為に関する同意書 

 （別添様式１） 

住所及び市税等の納付状況並びに固定資産課税台帳記載事項の確認行為に関する同意書 

 

  令和○年 ４月 １日   

 

天草市長 様 

住所   天草市東浜町 8-1      

 ふりがな   あまくさ たろう             

申請者 氏名   天草 太郎          

生年月日 昭和○年○月○日        

電話番号 090-○○○○-○○○○    

 

【同一世帯員】 ※１８歳以上の方（高校生を除く）は全員ご記入ください。 

氏  名 ふりがな 生年月日 

天草 梅子     ㊞ あまくさ うめこ 昭和○年○月○日 

  天草 一郎     ㊞ あまくさ いちろう 平成○年○月○日 

  天草 次郎     ㊞ あまくさ じろう 平成○年○月○日 

  天草 さくら    ㊞ あまくさ さくら 平成○年○月○日 

            ㊞   

            ㊞   

※自署の場合は押印不要。本人から依頼を受け代筆する場合は、依頼者本人の印を押印すること。 

 

私たちは、天草市住宅リフォーム助成事業を申請するにあたり、下記の項目を調査されるこ 

とに同意します。 

記 

１．申請者の住所情報の確認調査 
２．市税等の滞納確認調査 
３．固定資産課税台帳記載事項の確認調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

天草市住宅リフォーム助成事業を申請される方で、以上の項目に同意できない

場合は、以下の書類を提出してください。 
１．申請者の住民票（世帯全員の情報がわかるもの） 
２．世帯全員分の市税等の滞納のない証明 
３．固定資産税評価額証明書 
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③申請者・施工業者の確認・宣誓書 

 

（別添様式２） 

    

天草市住宅リフォーム助成事業申請に係る申請者・施工業者の確認・宣誓書 

 

 令和○年 4 月 1 日   

 

天草市長   様 

 

住所   天草市東浜町 8-1         

 

申請者 氏名   天草 太郎          

 

電話番号 0969-23-1111         

 

 

住所   天草市有明町赤崎 3383 番地   

事業所名 (有)ありあけ建設       

施工業者 代表者氏名 有明 太郎          

電話番号 0969-53-1111         

 

 天草市住宅リフォーム助成事業を申請するにあたり、下記の内容を申請者及び施工業者共に確認し、

宣誓します。 

記 

１．施工業者は、天草市内に本社、支店、営業所等を有する法人又は個人事業者であって、施工体制が

市内において整っている業者です。 

２．施工業者は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第

２号に規定する暴力団若しくは暴力団と関係がない組織です。また、警察署等への照会にも同意して

おります。 

３．施工業者の虚偽の報告により、申請者の助成金交付の決定又は助成金交付の確定が取り消され、申

請者が不利益を被った場合、申請者と施工業者の責任において問題を解決いたします。 

４．今回申請する天草市住宅リフォーム助成事業に係る個人情報について、天草市市民生活部課税課も

情報を共有することに同意します。 

 

申請者（リフォーム施主）の申請時

点での住民票上の住所等を記入 

施工業者を記入 
※複数の施工業者が各々で見積を行

う場合は各々で書類が必要 
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④リフォーム計画同意書・誓約書・委任状 
対象住宅（家屋）の名義人または相続人が、申請者と別世帯の場合は記入。 

記入の要件については P.10 参照。 

 

天草市住宅リフォーム助成事業リフォーム計画同意書・誓約書・委任状 
  令和○年  4 月  1 日 

天草市長 様 
【天草市住宅リフォーム助成事業申請者】 
住所  天草市東浜町 8-1             
氏名  天草 太郎                

私は、天草市住宅リフォーム助成事業を申請するにあたり、リフォームを行う住宅の名義変更が行わ

れておりませんが、申請者と登記名義人又は相続人代表者、若しくは相続人は、当該リフォームについ

て同意します。 
また、当該リフォームについて紛争が生じないように努め、紛争が生じた場合は責任を持って解決す

ることを誓約します。 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
【登記名義人（又は相続人代表者・登記名義人の配偶者）】 
 
住所  天草市天草町 111          
 
氏名  天草 昭一           印  
 
天草市住宅リフォーム助成事業申請者との続柄：   父         

登記名義人又は相続人代表者、若しくは相続人は、所有・相続した固定資産税に係る固定資産税課税

台帳記載事項の確認調査について、申請者に委任します。 
【相続人】 
 
住所                      住所                                   

 
氏名                  印   氏名                  印     
 
 
住所                      住所                                   

 
氏名                  印   氏名                  印     
※自署の場合は押印不要。本人から依頼を受け代筆する場合は、依頼者本人の印を押印すること。 
※登記名義人と事業申請者が別世帯で親族関係にある場合は、これを証明する書類（戸籍等）を添付し

てください。 
※名義人が死亡しており相続人代表者指定届出がない場合は、相続人全員の同意が必要です。相続人全

員の住所、氏名を記入のうえ、押印してください。相続人欄が不足する場合は、別紙にご記入ください。 
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⑤天草市住宅リフォーム助成事業取下届 

交付決定後に取下げを行う場合は提出が必要。 

 

様式第７号（第１１条関係） 

 

  令和○年 ○月 ○日 

 

天草市長 様 

 

住所 天草市東浜町 8-1 
 

申請者 氏名 天草 太郎        

 

                                  電話 0969-23-1111 

 

天草市住宅リフォーム助成事業取下届 

 

  令和○年  ○月 ○日付け天産第○○ -2 号で助成金の交付決定の通知を受けた天草市住宅リフ

ォーム助成事業について、下記のとおり取り下げたいので届け出ます。 

 

記 

 

１ 工事の名称 キッチン・浴室改修工事 

 

 

２ 取り下げの理由 工事を中止した為 

 

 

 

  

申請者（リフォーム施主）の申請時

点での住民票上の住所等を記入 

決定通知の日付及び 
番号を記入 

取下の理由を記入 
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⑥天草市住宅リフォーム助成事業変更申請書 

 

様式第４の１号（第８条関係） 

  令和○年 4 月 20 日 

 

天草市長 様 

 

住所  天草市東浜町 8-1 
 

申請者 氏名   天草太郎          
 
         電話  0969-23-1111       

       
 

天草市住宅リフォーム助成事業変更申請書 

 

令和○年 ○月 ○日付け天産第○○ -2 号で交付決定の通知を受けた天草市住宅リフォーム助成事

業について、工事内容を下記のとおり変更したいので、関係書類を添えて申請します。 

 

記 

工事の名称 キッチン・浴室改修工事 

対象住宅の所在地 天草市 

変更の内容 キッチン床・壁の追加工事 

変更の理由 システムキッチン設置のため床及び壁の改修を追加 

変更後全体工事見積額 税込    2,970,000 円 税抜    2,700,000 円 

当初見積額 税込    2,700,000 円 税抜    2,454,545 円 

 

添付書類 

□住宅リフォーム費用の見積書、明細書（変更後） 

□対象工事の変更箇所を明示した図面 

□工事を変更して行う箇所の写真 

 

 

 

 

  

変更内容

及び理由 
を記入 

変更後の金額を記入 
（変更前の金額と合算） 

決定通知の日付及び 
番号を記入 

申請時点の住民票上の住所を記入のうえ押印。 

変更前の金額を記入 

決定通知以降の日付 ✔ 

 ✔ 

✔ 
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⑦相続人代表者指定（変更）申出書 

様式第４の２号（第８条関係） 

  令和●年 ●月 ●日   

天草市長 様 

住 所  天草市東浜町 8-1       

 

代表者 氏名 天草次郎          
 

電話 0969-23-1111          
 

相続人代表者指定（変更）申出書 

 

令和○年○月○日付け天産第○○ -2 号で交付決定の通知を受けた天草市住宅リフォーム助成事業に

ついて、助成決定者の相続人代表者指定（変更）をしましたので、同意及び宣誓のうえ届け出ま

す。 

 相続人の全員は、被相続人が申請した天草市住宅リフォーム助成事業に係る助成金に

ついて、相続人代表者が助成決定者となることに同意します。 

記 

【相続人代表者指定（変更）】 

被
相
続
人 

死亡時の 

住所 
天草市東浜町 8-1 

氏名 
天草太郎 

死亡年月日 令和●年●月●日 

相
続
人 

住 所 氏 名 
被相続人との 

続柄 
生年月日 

代表者 
天草市東浜町 8-1 天草次郎 子 

昭和●年●月●日 

その他 

●県●市・・・ 天草花子 子 
昭和●年●月●日 

   年  月  日 

   年  月  日 

【同意及び宣誓等事項】 

添付書類 □ 被相続人と相続人代表者の続柄が分かる書類 

同意事項 

□ 相続人代表者は天草市住宅リフォーム助成事業を申請するにあたり、下記の項

目を調査されることに同意します。 
１．申請者の住所情報の確認調査 
２．市税等の滞納確認調査 

宣誓書事項 

□ 相続人代表者が対象住宅に現在居住していない場合、工事完了の日から１年以内

に対象住宅に住所を変更します。また、１年以内に住所を変更しなかった場合は、

交付決定通知及び交付確定通知の取消しに応じるとともに、その取消しに係る助

成金を、天草市に返還します。 

決定通知の日付及び 
番号を記入 

✔ 

 ✔ 

✔ 

代表者を記入 
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⑧天草市住宅リフォーム助成事業完了報告書兼請求書 

様式第８号（第１２条関係） 

提出日 令和○年 ６月１０日 

天草市長 様 

住   所  天草市東浜町 8-1 
 

申請者 氏   名  天草 太郎            

 

電話番号    0969-23-1111             

天草市住宅リフォーム助成事業完了報告書兼請求書 

     年  月  日付け、天産第    号で交付決定の通知を受けた天草市住宅リフォーム助成事

業について、当該リフォームが完了しましたので関係書類を添えて報告します。また、助成金について

助成金の請求欄に記載したとおり、交付くださるよう請求します。 

工事の名称 キッチン・浴室改修工事 

住宅の所在地 天草市東浜町 123 番地 

工事金額 

（請求書の金額） 
税込   2,700,000   円（税抜  2,454,545   円） 

※ 事 務 処 理 欄  （ 交 付 対 象 工 事 額          円  交 付 確 定 額      千 円 ）  

工事開始日 令和○年  ○月  ○日 

工事完了日  令和○年  ○月  ○日 

施工業者 

郵便番号 861-7201     電話番号 0969-53-1111 

住   所 天草市有明町赤崎 3383 

名  称 (有 )ありあけ建設 

代 表 者 有明 太郎  

添付書類 

□ 対象工事の請求書（要明細）の写し 

□ 対象工事の領収書の写し 

□ リフォーム箇所ごとの工事施工中の写真 

□ リフォーム箇所ごとの工事完了後の写真 

★誓約事項 

の確認 

リフォーム助成事業申請時に天草市内に住所を有していなかった者もしく

は、市内に住所を有している者であっても、居住の用に供していない住宅を

リフォームした者は、対象工事完了後１年以内にその住宅に居住するととも

に、住民票に記載の住所をその住宅の所在地に変更すること。 

助成金の請求 
※裏面の地域通貨「天草のさりー」交付額内訳にて、交付を受けとる方

法と受け取る方及びその金額について指定してください。 

※この報告書兼請求書は、工事完了の日から起算して３０日以内又は助成金の交付決定があった日の属

する年度の３月１５日（その日が休日に当たるときは、その前日における休日でない日）のいずれか

早い日までに提出してください。 

対象住宅の地番 

決定通知書以降の日付 

工事完了日から 
一か月以内 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 
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（裏面） 

地域通貨「天草のさりー」交付額内訳 

 

 

交付総額 金   200,000   円 

 交付を受ける方法のいずれかに✔を記入してください。 

□「天草のさりー」を利用できるスマートフォンをお持ちの方 

 「天草のさりー」スマホアプリ版に交付 

No. 
フリガナ 

携帯電話番号 
交付額 

（千円単位） 氏  名 

１ 
アマクサ タロウ 

●●●-○○○○-△△△△ 
110 ,000 円 天草 太郎 

２ 
アマクサ ウメコ 

○○○-●●●●-▲▲▲▲ 
90 ,000 円 天草 梅子 

３ 
 

-    - 
 ,000 円  

※ 交付確定までに、スマホアプリに氏名（カナ）と電話番号の登録をしておいてください。 

※ 交付確定の日に交付処理をし、その旨をメールでお知らせします。 

□「天草のさりー」を利用できるスマートフォンをお持ちでない方 

 □「天草のさりー」マイナンバーカード版 

No. 
フリガナ 

住    所 
交付額 

（千円単位） 氏  名 

１ 
 

 
 ,000 円  

２ 
 

 
 ,000 円  

３ 
 

 
 ,000 円  

※ 交付確定までに、現金チャージ機でユーザー登録をしておいてください。 

 □ 天草宝島商品券 

※ 天草宝島商品券交付確認書もご記入ください。 

※ 「天草のさりー」との併用はできません。 

※ 商工団体に受け取りに行っていただく必要があります。 

□ 天草市内の商工団体へ必要な情報を提供されることに同

意します。 

※申請者と申請者が委任する者、または申請者が委任する者１名以上に分けて交付可能 

です。ただし、交付を受ける方法は全員同じである必要があります。 

※交付希望者の指定がない場合は申請者を記入ください。 

※交付額内訳の合計が交付総額を超えないよう指定してください。 

 

 

 

 

 

↑「天草のさりー」ダウンロード 

✔ 

スマートフォンカメラで 
読み取り 

合計金額を一致 
させる 

天草宝島商品券 
交付確認書を 
併せて提出 

利用者 
登録を 
済ませ 
ておく 

ﾕｰｻﾞｰ 
登録を 
済ませ 
ておく 
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⑨天草宝島商品券交付確認書 

天草宝島商品券交付確認書 

 

次の確認事項の当てはまる項目に✔を記入してください。 

１．年代 

 □１０代  □２０代  □３０代  □４０代  □５０代 

 

  □６０代  □７０代  □８０代  □９０歳以上 

 

２．性別 

  □男性   □女性   □無回答 

 

３．天草宝島商品券交付確認事項  ※複数回答可 

  □ スマートフォンを所有していない。 

 

  □ スマートフォンやアプリは操作が難しい。 

 

□ デジタルに不慣れ。 

 

□ マイナンバーカードを利用できるお店が近所に少ない。 

 

□ マイナンバーカードを所有していない。 
 
 （所有されていない理由に✔を記入してください） 

  □ 申請方法が分からない。 

  □ 手続きが煩雑である。 

  □ カード受領のため市役所に行くことが難しい。 

  □ その他（                        ） 

 

□ その他（                          ） 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

該当項目に✔を付ける 

天草宝島商品券の方のみ 


